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飲酒運転根絶県民運動実施中！

【令和７年８月末時点の県内の飲酒運転の現状】

〇飲酒運転検挙件数・・・674件（前年比-193件）

〇飲酒絡み事故発生件数・・・37件（前年比-８件）

〇飲酒絡み事故死者数・・・１人（前年比-４人）

飲酒運転は犯罪です。

絶対にしてはいけません。

「自転車安全利用五則」を守りましょう!

１ 車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

２交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

３夜間はライトを点灯

４ 飲酒運転は禁止

５ヘルメットを着用

※万が一に備え、「自転車保険への加入」を検討しましょう！

【令和７年８月末時点】

二輪車事故発生件数・・・411件（対前年比＋４件）

二輪車乗車中の死者数・・・10人（対前年比＋４人）

二輪車の交通事故防止！

無謀な運転の禁止・マナーアップ

安全速度を守って、急な進路変更や割り込みはやめよう！

自転車の違反に青切符が導入

自転車の交通違反に対して、自動車などと同様に

反則金を納める「交通反則通告制度」、いわゆる

「青切符」制度が適用されます。

2026年４月１日から


